秘密保持誓約書

[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、「広島県立学校ネットワーク機器延長ライセンス等調達（その２）」（以下「本件」という。）の秘密保持に関し、広島県（以下「甲」という。）に対し次のとおり誓約します。

（目的）
第１条　本誓約は、乙が本件において取得した情報の秘密保持について誓約するものです。
（秘密情報）
第２条　本誓約において秘密情報とは、甲が乙に対して手交する本件に係る関係資料を指します。
（適用除外）
第３条　前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
⑴　乙が甲から開示された時点で既に正当に取得していたか、または公知の情報
⑵　乙が取得した後、乙の責めによらないで公知となった情報
⑶　乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
（秘密保持）
第４条　乙は、甲から取得した秘密情報を、甲の書面による事前の許可がない限り、第三者に対して開示し、又は漏洩しません。
（目的外使用の禁止）
第５条　乙は、秘密情報を、本件のためにのみ利用するものとし、事前に甲の書面による許可を得ない限りは、これ以外の目的には一切利用しません。
（損害賠償）
第６条　乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩するなどしたことにより甲が損害を被った場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置を執っても構いません。
（情報の返却・破棄）
第７条　乙は、本件の終了時又は甲が依頼したときは、甲から取得した秘密情報を、速やかに甲に返却し、又は安全な方法で破棄します。
（協議事項）
第８条　本誓約に定めのない事項に関しては、別途甲と協議の上、円満に解決を図ります。
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